
新携帯電話の運用変更の目的なにか？

呼び出す場合はどのような場合なのか？

労働外時間は電話に出なくてもよいのか？

１２月１日より各運転職場で新しい携帯電話を持っての乗務が始まった。

会社より「携帯電話の運用方法の変更について」の説明されたが、多くの疑問

と不安があり、ＪＲ東海労名古屋地本は新携帯電話の扱いと運用方法の変更

。について「申第１１号」にて申し入れをおこなった

いま職場では、ますます労働強化が進められ、余裕のない仕事と

厳しい責任が押しつけられています。

私たちは小さな事でも人間的な労働を求め、会社に改善を要求し

ます。皆さんの声と要求をＪＲ東海労に届けてください。
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